
令和８年度東大和市木造住宅除却費助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅につ

いて令和８年度中に除却を実施する所有者等に対し、予算の範囲内において助成金

を交付するものとし、その交付に関しては、東大和市補助金等交付規則(昭和４２年

規則第６号)及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）耐震診断 令和８年度東大和市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱（令和８年

４月１日施行）第２条第１号に規定する耐震診断をいう。 

（２）簡易耐震診断 別表に掲げる項目等に準じて、建築士法（昭和２５年法律第２

０２号）第２条第１項に掲げる者によって地震に対する住宅の安全性を評価する

ことをいう。 

（３）除却 住宅を解体する工事であって、建設業の許可又は解体工事業の登録を受

けた者が行うものをいう。 

（４）所有者等 木造住宅を所有する個人又はその配偶者若しくは二親等以内の親族

をいう。 

（助成対象住宅） 

第３条 助成金の交付の対象となる住宅（以下「助成対象住宅」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

（１）市内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工された木造２階建て以下の戸建

て住宅であること。 

（２）耐震診断又は簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであ

ること。 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

（１）助成対象住宅の所有者等とする。ただし、共有の助成対象住宅にあっては、代

表者とする。 

（２）助成対象住宅の所有者等（共有の助成対象住宅にあっては共有者全員）が申請

日現在において、納期が到来している市税を滞納していないこと。 

（助成金額） 

第５条 助成金の額は、除却に要した費用の３分の１に相当する額（千円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、その額が３０万円を超える場合は 

３０万円を限度とする。 



（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、除却工事に

着手する前に、東大和市木造住宅除却費助成金交付申請書（第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて、原則として令和８年１２月１５日までに市長に申請しなければ

ならない。 

（１）除却に係る費用の見積明細書の写し 

（２）除却工事の計画書（工程表を含む。） 

（３）耐震診断又は簡易耐震診断の結果報告書の写し 

（４）建築確認通知書又は検査済証の写し等の助成対象住宅の建築時期が確認できる

書類 

（５）助成対象住宅の所有者等が確認できる書類 

（６）市税の納税証明書等の市税を滞納していないことが分かる書類 

（７）第４条第１号ただし書の規定による場合は、代表者であることが確認できる書

類 

（８）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、

適当と認めるときは、東大和市木造住宅除却費助成金交付決定通知書（第２号様式）

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、交付の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、助成金を交付しないことに決定したときは、東大和市木造住宅除却費助

成金不交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更等） 

第８条 前条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決定者」

という。）は、助成金の交付の申請内容を変更しようとするときは、東大和市木造住

宅除却費助成金交付変更申請書（第４号様式）に第６条第１項各号に掲げる書類の

うち、変更内容に係る書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、承

認するときは東大和市木造住宅除却費助成金交付変更承認通知書（第５号様式）に

より、承認しないときは東大和市木造住宅除却費助成金交付変更不承認通知書（第

６号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により変更を承認したときは、変更内容を審査し必要に応じ

て、助成金の額を変更するものとする。 

４ 助成決定者は、除却を中止するときは、東大和市木造住宅除却中止届出書（第７

号様式）を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出があった

ときは、当該助成金の交付決定はされなかったものとみなす。 



（完了報告） 

第９条 助成決定者は、除却が完了したときは、東大和市木造住宅除却完了報告書（第

８号様式）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

（１）除却費用明細書又は契約書の写し 

（２）除却費用の領収書の写し 

（３）除却前及び除却後の写真 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、書類の審

査を行い、当該除却が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、東大和市木造住宅除却費助成金交

付額確定通知書（第９号様式）により助成決定者に通知するものとする。 

（交付請求等） 

第１１条 助成決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、東大和市木造住宅

除却費助成金交付請求書（第１０号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し又は返還） 

第１２条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付が決定

されている助成金の全部若しくは一部の取消し又は既に交付された助成金の全部若

しくは一部の返還を、東大和市木造住宅除却費助成金交付決定取消通知書（第１１

号様式）により、命ずることができる。 

（１）偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）助成金を助成目的以外の用途に使用したとき。 

（３）この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 助成決定者は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、前項の通知

書に記載のある期限内に当該助成金を市長に返還しなければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



第１号様式(第６条関係) 

   年   月   日 

東大和市長 殿 

 

                申請者 住所 

                    氏名                     

                    電話 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付申請書 

 

令和８年度東大和市木造住宅除却費助成金交付要綱の規定に基づき、木造住宅除却費助成金の

交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

交 付 申 請 額 円（除却費用      円） 

住 宅 の 所 在 地 東大和市 

所 有 形 態  １ 単独所有   ２ 共有 

建 築 物 の 規 模 地上   階 
建築面積 

㎡ 

延べ面積       ㎡ 

(内住宅部分       ㎡) 

耐 震 診 断 

実 施 年 月 
           年   月 

除 却 実 施 

予 定 年 月 
年   月から     年   月まで 

解 体 業 者 

所在地 

名 称 

電 話 

添 付 書 類 

（１）除却に係る費用の見積明細書の写し 

（２）除却工事の計画書（工程表を含む。） 

（３）耐震診断又は簡易耐震診断の結果報告書の写し 

（４）建築確認通知書又は検査済証の写し等の助成対象住宅の建築時期が 

確認できる書類 

（５）助成対象住宅の所有者等が確認できる書類 

（６）市税の納税証明書等の市税を滞納していないことが分かる書類 

（７）第４条第１号ただし書の規定による場合は、代表者であることが確

認できる書類 

（８）その他（                        ） 

 

 

 

 



第２号様式（第７条関係) 

    第     号 

  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長          □印  

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付で申請のあった木造住宅除却費助成金の交付について、次のとお

り決定したので通知します｡ 

 

 

交付決定金額                       円 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

交 付 条 件 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付要綱及び東大和市補助金等交付規則

の規定を遵守すること。 

 



第３号様式（第７条関係) 

    第     号 

  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長          □印  

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金不交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付で申請のあった木造住宅除却費助成金の交付について、次の理由

により交付しないことに決定したので通知します｡ 

 

 

   １ 申請の住宅所在地 

 

        東大和市 

 

２ 不交付決定理由 



第４号様式（第８条関係) 

    年   月   日 

 

東大和市長 殿 

 

 

                申請者 住所 

                    氏名                     

                    電話 

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付変更申請書 

 

 

年    月    日付     第     号で交付決定を受けた東大和市

木造住宅除却費助成金の申請内容を次のとおり変更したいので申請します。 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

変 更 内 容 

変   更   前 変   更   後 

  

変 更 理 由 

 

添 付 書 類 

 

一一 

一一



第５号様式（第８条関係) 

    第     号 

  年  月  日 

 

 

                様 

 

 

東大和市長          □印  

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付変更承認通知書 

 

 

年  月  日付で申請のあった東大和市木造住宅除却費助成金の変更申請につい

て次のとおり承認します。また、    年  月  日付    第   号で交付決定した

木造住宅除却費助成金の額を       円に改めます。 

 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

承 認 内 容 

変  更  前 変  更  後 

  

 



第６号様式（第８条関係) 

    第     号 

  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長          □印  

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付変更不承認通知書 

 

 

     年  月  日付で申請のあった木造住宅除却費助成金の変更申請について、次の

理由により不承認としたので通知します｡ 

 

 

 １ 助成対象住宅所在地 

 

     東大和市 

 

２ 不承認理由 

 

    



第７号様式（第８条関係) 

  年   月   日 

 

 

東大和市長 殿 

 

 

                      申請者 住所 

                          氏名              

                          電話 

 

 

東大和市木造住宅除却中止届出書 

 

 

年    月    日付     第     号で交付決定を受けた、除却

を次の理由により中止するので届け出ます。 

 

 

  １ 助成対象住宅所在地 

 

      東大和市 

 

２ 中止の理由 

 

－一



第８号様式（第９条関係) 

   年   月   日 

 

東大和市長 殿 

 

                申請者 住所 

                    氏名                   

                    電話 

 

 

東大和市木造住宅除却完了報告書 

 

 

年    月    日付     第     号で交付決定を受けた

除却工事が完了しましたので、次のとおり報告します。 

 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

除 却 

工 事 費 用 
                   円 

交 付 決 定 額      円           

除 却 期 間 年   月   日から    年   月   日まで 

解 体 業 者 

所在地 

名 称 

電 話 

添 付 書 類 

（１）除却費用明細書又は契約書の写し 

（２）除却費用の領収書の写し 

（３）除却前及び除却後の写真 

（４）その他（                       ） 

 



第９号様式（第１０条関係) 

    第     号 

  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長         □印  

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付額確定通知書 

 

 

年  月  日付で提出された東大和市木造住宅除却完了報告書を審査した結

果、次のとおり助成金の額を確定したので通知します｡ 

なお、助成金は、東大和市木造住宅除却費助成金交付請求書（第１０号様式）の提出を

もって、市に登録されている口座に振り込みます。 

 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

助 成 金 額  円 

 

 



第１０号様式（第１１条関係） 

   年   月   日 

 

東大和市長 殿 

 

                申請者 住所 

                    氏名                  ㊞ 

                    電話 

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付請求書 

 

 

年    月    日付     第     号で通知のあった交付額

確定通知書に基づき、助成金の交付を次のとおり請求します。 

 

 

交 付 請 求 額                      円 

  

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１３条関係)  

    第     号 

  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長         □印  

 

 

東大和市木造住宅除却費助成金交付決定取消通知書 

 

 

令和８年度東大和市木造住宅除却費助成金交付要綱第１２条第１項の規定に基づき、次

のとおり交付の決定を取消し、助成金の返還を命じます。 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

交 付 決 定   年  月  日付      第   号 

取 消 し の 範 囲  

取 消 し の 理 由  

返 還 額  円 

返 還 期 限       年   月   日 

 

    

 

 

 



別表（第２条関係） 

項目 チェック 評点 

①建てたのはいつ頃 

ですか？ 

□建てたのは 1981 年 6月以降 1 

 □建てたのは 1981 年 5月以前 0 

□よく分からない 0 

②いままでに大きな 

災害に見舞われた 

ことはありますか？ 

□大きな災害に見舞われたことがない。 1 

 
□床下浸水・床上浸水・火災・車の突入事故・大地震・ 

 崖上隣地の崩落などの災害に遭遇した。 
0 

□よく分からない 0 

③増築について 

□増築していない。または、建築確認など必要な手続き 

をして増築を行った。 
1 

 
□必要な手続きを省略して増築し、または増築を 2 回以 

 上繰り返している。増築時、壁や柱を一部撤去するな 

どした。 

0 

□よく分からない 0 

④傷み具合や補修・改修 

について 

□傷んだところは無い。または、傷んだところはその都 

 度補修している。健全であると思う。 
1 

 □老朽化している。腐ったり白蟻の被害など不都合が発 

生している。 
0 

□よく分からない 0 

⑤建物の平面はどのよ 

うな形ですか？ 

□どちらかというと長方形に近い平面 1 

 □どちらかというと Lの字・Tの字など複雑な平面 0 

□よく分からない 0 

⑥大きな吹き抜けがあ 

りますか？ 

□一辺が 4ｍ以上の大きな吹抜けはない 1 

 □一辺が 4ｍ以上の大きな吹抜けがある 0 

□よく分からない 0 

⑦1 階と 2階の壁面が一 

致しますか？ 

□2階外壁直下に 1 階の内壁または外壁があるかまた 

は、平屋建である 
1 

 
□2 階外壁の直下に 1階の内壁または外壁がない 0 

□よく分からない 0 

⑧壁の配置はバランス 

がとれていますか？ 

□1階外壁の東西南北どの面にも壁がある 1 

 □1 階外壁の東西南北各面の内、壁が全くない面がある 0 

□よく分からない 0 

⑨屋根葺材と壁の多さ 

は？ 

□瓦など比較的重い屋根葺材であるが、1 階に壁が多 

い。または、スレート・鉄板葺・銅板葺など比較的軽 

い屋根葺材である。 

1 

 
□和瓦・洋瓦など比較的重い屋根葺材で、1 階に壁が少 

ない。 
0 

□よく分からない 0 

⑩どのような基礎です 

か？ 

□鉄筋コンクリートの布（ぬの）基礎またはベタ基礎・ 

杭基礎 
1 

 
□その他の基礎 0 

□よく分からない 0 

総合所見 
 

 

簡易耐震診断項目表 

※上記と同程度の項目等により行われた評価についても簡易耐震診断と認める。 

※簡易耐震診断の結果報告書には、状況等が分かる写真を添付すること。 


